
新無線技術の一つであるRFID（Radio Frequency Identification）が、ここ数年のうちに一般
の商品に広く適用され、世の中を大きく変えようとしている。ここでは、このRFIDを商品管理
に利用したときのメリットや、先行している米国を中心とした市場状況、そして今後の普及に
伴う問題などについて見てみよう。

なぜ今商品にRFIDが適用されようとし
ているのか？

【１】バーコードの限界
スーパーマーケットで売っているような商品には、現在ほ

とんどにバーコードが付いている。レジの人がこれをバーコ

ード・スキャナで読み取ると、POS（Point‐of‐Sale）システム

が商品を識別して価格を知らせてくれる。したがって、個々

の商品に価格を表示する手間も、レジで価格を入力する手間

も省ける。このようにバーコードは、レジの省力化に大きく

貢献した。また、単に省力化しただけでなく、時間帯によっ

て特売品の価格を変えるというような新しい販売戦略も可能

にした。

しかし、現在全世界で商品に使われているバーコードは、

米国とカナダでは１２桁、その他の国では１３桁で、バーコード

の桁数は表示スペースからもそんなには増やせない。そのた

め情報量の制約が大きく、現在は商品の種類しか識別してい

ない。たとえば食料品で不良品が発生したときなど、一つ一

つの商品について、いつどの工場で生産されたものかわかる

といいのだが、バーコードの情報量では無理である。また、

店頭の陳列棚や倉庫で、ある商品の在庫が一定の水準以下に

減ったことが自動的に検知できれば、商品の補充が容易にな

り、品切れの防止に役立つ。しかし、バーコードでは一つず

つ人手で読み取る必要があるので、こういうことはできない。

【２】RFID に対する期待
これらのバーコードの制約を解決するものとして、RFID

の活用が検討されてきた。RFIDで使う無線タグは半導体のチ

ップなので、必要に応じていくらでも情報量を増やすことが

できる。また、離れたところから人手を介さずに情報を読み

取ることができるので、商品の在庫量を自動的に検知するこ

とも容易である。

さらに、RFIDを使って生産工場から小売店の店頭まで、商

品の流れを一貫して管理することにより、流通・在庫管理の

合理化を図ることができ、その過程での盗難、誤配、紛失な

どのロスを減らすこともできる。商品に付けられた無線タグ

は、修理の履歴管理、リサイクル時の素材情報の提供、偽ブ

ランド品の防止などにも役立つ。

そのため、RFIDの商品への適用が期待されたのだが、従来

は無線タグのそのものの価格が高すぎて、とても一般の商品

には使えなかった。１９９０年代の初めに１個１,０００円以上した無

線タグは、１９９０年代の終わりには数百円になったが、それで

もとうていスーパーやコンビニで売っている単価の安い商品

に一つずつ付けるわけにはいかなかった。

ところが最近、量産すれば１個数十円から数円で無線タグ

が生産できる可能性がある技術が出現した。たとえば、米国

のエイリアン・テクノロジが開発した技術は、エッチングで

半導体のウェハ上のチップを切り離すことによって、直径８

インチのウェハから０.１５mm角のチップを２５万個取り、それを

液体を使ったフルーイディック・セルフアセンブリ（fluidic

self‐assembly）というプロセスでプラスチックのフィルムに

搭載するものである。こうして作られたタグは、量産すれば

１個５セント（５～６円）になるという。

バーコードを
置き換えようとする
RFIDの市場動向
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このように、無線タグの価格が飛躍的に安くなる可能性が

出てきたため、RFIDの商品への適用が急に脚光を浴びるよう

になった。

企業や団体の活動状況

では、具体的にどのような動きが起きているのだろうか？

先行している米国の状況を中心に見てみよう（表１）。

【１】標準化団体
商品にRFIDを適用するためには、商品を識別するコード、

無線タグやそのリーダ/ライタの仕様、ネットワークを使って

関連する情報を伝達し処理するシステムなどの標準化が必要

である。このような標準仕様の制定を目的として、プロクタ

ー・アンド・ギャンブルの社員だったケビン・アシュトン

（Kevin Ashton）氏の努力によって、１９９９年にマサチューセッ

ツ工科大学に「オートIDセンター」という組織が設立された。

プロクター・アンド・ギャンブル、ジレット、ジョンソン・

アンド・ジョンソン、ウォルマート、コカコーラなどがこの

センターのスポンサーであった。

このセンターによって、商品に付ける６４ビットまたは９６ビ

ットのEPC（Electronic Product Code）というコードや、EPC

を書き込んでおく無線タグの仕様が決められた。また、商品

の詳細情報を記述するPML（Physical Mark‐up Language）と

いう言語の仕様や、EPCを使って、その商品について PML

で記述された情報が入っているインターネット上のデータベ

ースを検索する、ONS（Object Name Service）というサービ

スの仕様も制定された。そして、EPCを読み取って、それを

ONSサーバに送り、詳細情報が格納されているデータベース

の場所を調べる Savant というソフトウェアも開発された。

これらの構成品からなるシステム全体は、「EPCネットワー

ク」と呼ばれている（図１）。

このオートIDセンターは、２００３年１０月末に発展的に解消し、

標準仕様の制定や運用の業務は、EAN（全世界のバーコード

の標準化団体）とUCC（Uniform Code Council： 米国のバー

表１ 商品用のRFID をめぐる各企業・団体の動き
標準化団体 ハードウェア・ベンダ ソフトウェア/システム・ベンダ 小売業 商品メーカー 消費者団体

１９９９年 �オート IDセンター設
立 �CASPIAN 設立

２０００年

６月
�サン・マイクロシス
テムズが、オート ID
センターのスポンサ
ーになる

２００２年

１２月
�フィリップス・セミ
コンダクタが、HF
帯RFIDのデモを行う

�マトリックスが、ラ
イト・ワンス型EPS
タグを発表

２００３年

１月
�エイリアン・テクノ
ロジが、ジレットか
ら５億個のタグを受
注と発表

１月
�ジレットが、RFIDの
大規模実験を発表

３月
�ユビキタス IDセンタ
ー設立

６月
�マイクロソフトが、
オート IDセンターに
参加を表明

６月
�ウォルマートが、
２００５年１月から納入
業者にEPCタグの貼
り付けを義務づける
と発表

６月
�CASPIANが、RFID
の適用について法規
制を提案

８月
�ウォルマートが、
２００６年末から全納入
業者にEPCタグの貼
り付けを義務づける
と発表

８月
�CASPIANが、ジレッ
ト製品のボイコット
を呼びかける

９月
�NCRが、POSシステ
ムの実験を行うと発
表

９月
�テスコが、EPCタグ
による商品管理を発
表

１１月
�EPCグローバル設立
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オートIDセンター 
 

（MIT内） 

標準仕様の 
制定･運用 

研究業務 

MIT：マサチューセッツ工科大学 

EPCグローバル 

（EANとUCCの合弁 
　による非営利団体） 

オートIDラブズ 
 

（MIT内） 

変更前 変更後 

EPC：Electronic Product Code 

ONS：Object Name Service 

PML：Physical Mark-up Language

EPCタグ 

商品 
リーダ Savant 

コンピュータ 

④ P
MLサ

ーバの
 

IPアド
レス 

⑥ 商品の詳細 情報 

② EPC

③ EP
C

⑤ EPC

インターネット PMLサーバ 

ONSサーバ 

① EPC

コードの標準化団体）によって共同で設立された「EPCグロ

ーバル」という非営利団体に引き継がれた（図２）。つまり、

バーコードの標準化を推進してきた団体が今後EPCも扱うよ

うになったわけで、EPCが実用化に向けて一歩踏み出したわ

けである。

一方オート IDセンターの研究業務のほうは、「オート ID

ラブズ（Auto‐ID Labs）」というマサチューセッツ工科大学内

の組織によって引き継がれた。

日本でも２００３年３月に、東京大学の坂村健教授が中心にな

って、「ユビキタス IDセンター」というオート IDセンターと

同じような目的の組織が設立され、標準仕様制定の活動を行

っている。

【２】ハードウェアのベンダ
上記のオート IDセンターの計画に歩調をあわせて、多くの

企業が活動を始めている。

前述のエイリアン・テクノロジは、このセンターの規格に

適合した無線タグを作った最初のメーカーである。そして、

STマイクロエレクトロニクスという、フランスとイタリアの

会社が合併してできた世界で五指に入る半導体メーカーは、

エイリアン・テクノロジと開発・製造について提携し、オー

ト IDセンターの仕様の無線タグのセカンド・ソースになった。

また、オート IDセンターのスポンサーの１社であったフィ

リップス・セミコンダクタは、タグシス（Tagsys）というフ

ランスの会社と組んで、エイリアン・テクノロジが使ってい

るUHF帯とは異なるHF帯のEPCタグを開発し、２００２年１２月

にデモを実施した。さらに、１９９９年に設立されたマトリック

ス（Matrics）という RFID専門のベンチャーは、２００２年１２月

にエイリアン・テクノロジのような書き替え可能型とは異な

る、ライト・ワンス（write once）型のEPCタグを発表した。

このように、次々とオート IDセンターの仕様に適合した無

線タグが現れつつある。

そして、無線タグが付いた商品を扱うためには、店頭で使

われるPOS端末も無線タグに対応する必要がある。POSシス

テムの大手であり、オート IDセンターの設立時からのスポン

サーでもあったNCRは、このセンターと協力してマサチュー

セッツ工科大学内でPOSシステムの実験を始めると２００３年９

月に発表した。この実験には、エイリアン・テクノロジのタ

グと、現在使われているバーコードの両方が読み取れるリー

ダが使われる。

図１ EPCネットワークの基本構成

図２ オート IDセンターの組織変更
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【３】ソフトウェア/システムのベンダ
EPCネットワークを実現するためには、ソフトウェアも必

要になる。サン・マイクロシステムズは、オート IDセンター

の活動の重要性を見越して２０００年６月にスポンサーになり、

その技術委員会の議長として活動してきた。そして、２００３年

９月には社内にRFID専門のビジネス・ユニットを設け、EPC

ネットワークに対応したソフトウェアのインフラストラクチ

ャの構築に力を入れようとしている。またマイクロソフトも

２００３年６月に、前出のEPCグローバル（当時はAutoID Inc.

と呼ばれていた）に参加する意思を表明し、今後RFIDに対応

したソフトウェアの開発に注力しようとしている。

商品のメーカー、小売業などがEPCネットワークのメリッ

トを十分に生かすためには、上記のようなハードウェアや基

本ソフトウェアだけでは不十分で、ERP（Enterprise Resource

Planning：経営資源の統合管理システム）や SCP（Supply

Chain Management）のソフトウェアもこれに対応する必要が

ある。そのため、たとえば世界最大のERPソフトのベンダで

あるドイツのSAPは、オートIDセンターのスポンサーとなり、

RFIDを使って商品を自動的に補充する機能の実現などを進め

ている。

また、コンサルタントやインテグレータはユーザ企業に、

これらのハードウェアやソフトウェアの適切な使い方を指導

するサービスを始めている。たとえば、米国のアクシス

（Acsis）というサプライチェーン・システムのコンサルテーシ

ョンを専門にする会社は、SAPを使っている企業に対し、オ

ート IDセンターのRFIDの機能について、企業ごとの望まし

い取り込み方を指導すると言っている。

さらに、EPCネットワークを実現するためには、前出のONS

などのサービスの提供が必要になる。インターネットの根幹

であるDNS（Domain Name System）などのサービスを提供

しているベリサイン（VeriSign）は、EPCネットワークの実現

に必要なサービスの提供を始めている。それは、次の３種類

のサービスからなる。

第１は、前出のEPCコードからその商品の詳細情報が入っ

ているインターネット上のデータベースのアドレスを検索す

るONSのサービスの提供である。ONSはDNSの技術をベー

スにしたものなので、ベリサインとしてはDNSのインフラス

トラクチャをONSに生かすことができる。

第２は商品情報のサービスで、PML言語で書かれた商品の

詳細情報を格納しておく入れ物を商品のメーカーに提供する。

商品のメーカーによっては、自社で入れ物を用意するところ

ももちろんあるだろうが、このように他社の入れ物を利用す

るところも多いだろう。

そして第３は、一つのEPCに関連するインターネット上の

すべての商品情報を検索するサービスで、インターネットの

検索エンジンのようなものである。

【４】小売業
世界最大の小売業であり、オート IDセンターのスポンサー

でもあったウォルマートは２００３年６月に、同社の上位１００社の

納入業者に対し、２００５年１月から納入商品にEPCタグを付け

ることを義務付けると発表した。続いて８月には、２００６年末

にそれを全納入業者に拡大すると発表した。ただし、ウォル

マートの今回の要請は、個々の商品へのタグの取り付けでは

なく、商品を入れるパレットやケースへの取り付けだが、そ

れでも１０億個のタグが必要だという。

ウォルマートの要求の詳細は２００３年１１月初めに明らかにさ

れ、上位１００社の納入業者は約１年で対応を要求されることに

なった。

また、イギリスのスーパーマーケットのテスコ（Tesco）は、

エイリアン・テクノロジなどの協力を得て、２００４年４月から

一部の流通センターと店舗の間でEPCタグによる商品の管理

を行い、同年９月から一部の納入業者がケースへタグを取り

付ける予定という。

【５】商品メーカー
商品のメーカーとしては、プロクター・アンド・ギャンブ

ル、ジレット、ジョンソン・アンド・ジョンソン、コカコー

ラなどがオート IDセンターのスポンサーになっていた。

オート IDセンター創立時からのスポンサーだったジレット

は、２００３年１月にEPCタグを使ってRFIDの大規模な実験を

開始すると発表した。そのために、エイリアン・テクノロジ

から今後数年間に最大５億個のタグを購入するというニュー

スは人々を驚かせた。

その実験の一つは、剃刀の替え刃のパッケージにタグを付

けて、ウォルマートのマサチューセッツ州の一つの店で実施

するもので、商品の陳列棚にリーダを設置して、商品の数が

ある水準以下に減ったり、盗難の可能性があったりしたとき

に店の管理者に知らせるというものだった。ところが、ウォ

ルマートは７月になって突然この計画の中止を発表した。理

由はプライバシー問題に対する配慮だと思われる。

またジレットは２００３年に入って、前出のイギリスのスーパ

ーマーケットのテスコの一つの店でも実験を始めた。それは、

人が陳列棚から商品を取り出すと、連動したカメラがその人

の写真を撮るものだった。これは消費者団体の反発を買い、

８月にはジレットの不買運動にまで発展した。ジレットの広
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報担当者はこれに対し、次のように反論している＊１。

「われわれの意図は、サプライチェーンの過程でパレット

やケースにタグを付けるのと同様なものである。われわれは、

消費者を追跡したり、その写真やビデオを撮ったりしたこと

も、そういうことをしようとするつもりもまったくない」

【６】消費者団体
上記の企業や団体はすべて、商品へのRFIDの適用に対しア

クセルを踏んでいるわけだが、反対にブレーキを踏んでいる

団体もある。

CASPIAN（Consumers Against Supermarket Privacy Invas-

ion and Numbering）という消費者団体は１９９９年に設立され、

消費者のプライバシー保護の活動を進めてきた。この団体の

創立者のキャサリン・アルブレクト（Katherine Albrecht）氏

は、RFIDの商品への適用について次のように危惧している。

「RFIDによって、小売業者は消費者の行動を極限まで監視

できるようになる。店頭で買ってきたすべての商品に RFID

のタグが付いているようになるのもそう遠くないだろう。（食

料品にタグが付けば）冷蔵庫の中身をスーパーマーケットに

知らせることもできるし、双方向テレビのコマーシャルを冷

蔵庫の中身によって変えることもできる。小売業者は（RFID

によって）消費者が家庭内で商品をどう使っているかを把握

しようとしている」＊２

「店に入ったら、あなたが着ているものが、下着のサイズ

や色に至るまで、すべてわかってしまう事態を想像してみな

さい。店員は財布の中身までわかり、あなたが望ましい客か、

望ましくない客か決めることができる」＊３

そしてCASPIANは２００３年６月に、商品へのRFIDの適用に

ついて法律で規制することを提案した。その規制内容の一つ

は、消費者が知らないうちに無線タグが付いた商品を買わさ

れることがないように、無線タグが商品に付いていることの

表示を義務付けるというものである。もう一つの規制は、商

品を買った人の氏名やクレジット・カード番号などの個人情

報を、商品の情報と結びつけることの禁止である。

また、前述したように、ジレットとテスコが協力して実施

したRFIDの実験に反対して、２００３年８月にジレットの製品の

ボイコットを全世界に呼びかけたのはこのCASPIANである。

今後の問題

【１】無線タグの価格
無線タグを一般の商品に適用するにあたって、最大の障害

は価格であった。しかし、前述したように、最近一般の商品

にも適用できる価格で無線タグを生産できる可能性が出てき

た。ただし安くするためには、十分な生産量が不可欠である。

タグが十分安くなれば、そのユーザはいくらでも出てくるが、

安いタグの出現を待っていては、タグはいつまでも安くなら

ない。「鶏と卵」の関係である。

そこで、タグが十分安いとは言えなくても、それを大量に

消費してその価格を下げる、牽引役の出現がどうしても必要

になる。その牽引役として現れたのが、現時点ではウォルマ

ートである。計画どおりにいけば、ウォルマートとその納入

業者が牽引役になって、無線タグの価格低減を実現すること

になるだろう。したがって、無線タグのメーカーにとっては、

このウォルマートの市場に食い込むことが原価低減の鍵にな

る。そして、この市場に参入してコストダウンを実現した無

線タグ・メーカーが、全市場で圧倒的な価格競争力を獲得す

ることになる。

たしかに今は、現在の無線タグの価格でも通用する、入退

室管理や交通機関の支払手段などの市場が存在する。しかし、

いったん安いタグが現れれば、これらの市場もすべて安いタ

グに取られてしまうだろう。したがって、自社のタグは高い

ため一般の商品の市場への参入はできないが、別の市場でビ

ジネスが成り立てばいい、という考えは通用しなくなる。

また、タグだけでなくアプリケーションも含めたターンキ

ーのビジネスで生き残ろうという考えも、よほど特殊なタグ

でない限りだめだろう。この世界でもコンポーネントごとの

水平分業が進むと思われるからである。

そういう意味で、商品への無線タグの適用は、商品用の無

線タグの市場だけでなく、無線タグの市場全体を大きく変え

てしまうことになるだろう。したがって、無線タグのメーカ

ーにとっては、商品の市場への参入が生き残りの鍵になる。

【２】標準仕様
もう一つの問題として、標準仕様をどう決めるべきかとい

う問題がある。EPCのビット数は多いほうが拡張性は増すが、

コストの負担も増える。使用する電波の周波数帯は各国で規

制が異なる。また、UHF帯のほうが高速のデータ伝送が可能

だが、HF帯のほうが金属や水には強い。

しかし、これらの利害得失を踏まえて標準仕様をどう決め

るかより、さらに重要なことは全世界で仕様をできるだけ統

一することである。

バーコードについては、米国とカナダでは１２桁、その他の

国では１３桁と、世界で２通りの標準ができてしまった。この

ように国によって仕様がちがえば、商品のメーカーが仕向け

先の国によって異なるタグを付けるか、輸入業者が自国の仕
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様のタグに付け替えるかしなければならない。また、無線タ

グやリーダ/ライタのメーカーは、国によってちがう製品を生

産することになるので、量産効果が上がらず原価高になる。

そしてその原価は、最終的にはすべて消費者の負担になる。

こういう事態は是が非でも避けなければならない。

そして歴史上、標準仕様が細かい技術的な善し悪しの比較

によって決まったためしはなく、常に強い者が腕力で事実上

の標準（デファクト・スタンダード）を作ってきたことを忘

れてはならない。

したがって、全世界の動きによく注意を払って、それと整

合性がとれた形で活動を進めないと、無駄な労力を費やした

り、他の国とちがう孤立した仕様になってしまったりする恐

れがある。

【３】プライバシー
前述のように消費者団体が騒いでいるとおり、RFIDの商品

への適用にプライバシー上の問題があることは確かである。

しかし、技術的には消費者団体が指摘しているような問題を

回避する方法はいろいろある。

たとえば、エイリアン・テクノロジのような書き換え可能

型のタグを使えば、商品が顧客の手に渡るときに、顧客が要

求すればEPCの情報を消すこともできる。また、通常は消す

ことにしておいて、顧客が要求すればそれを消さないで残し

ておくこともできる。残しておけば、たとえば、洗濯機が衣

料品のタグを読み取って自動的に洗い方を判断したり、電子

レンジが食料品のタグを読み取って自動的に加熱時間を決め

たりできるようになる可能性もある。

たとえタグを残したとしても、CASPIANが言うように他人

の家の冷蔵庫の中身を読み取ることは、現在の技術では難し

い。犯罪を犯して、他人の家に忍び込んで、発信機付きのリ

ーダを設置しない限り不可能である。

また、商店内での顧客の行動をビデオカメラで監視・記録

したり、CDの販売店などで商品に万引き防止用のタグを付け

たりするのは、すでに一般に行われていることである。

いろいろ問題があるからRFIDの使用を全面的に止めるとい

うのは、交通事故が起きる可能性があるから自動車の使用を

禁止するというのと同じようなものだ。現時点での技術的な

可能性をきちんと踏まえたうえで、どこで利便性とプライバ

シーとの折り合いをつけるべきかをよく検討する必要がある。

【４】モノのインターネットへ
１９８０年代に POSとバーコードの普及で小売業が大きく変わ

った。そして今後１０年の間に、RFIDの普及で小売業は再び大

きく変わろうとしている。

今回の変化は、前回のように小売業だけに限らず、メーカ

ーの生産ラインから小売業の店頭に至る全流通過程に及ぶ。

さらに、家庭の消費者やリサイクル業者も無線タグを利用す

るようになる。

つまり、一つの商品が生まれてから死ぬまで、それに付い

ている無線タグが継続的にその商品に関する情報を維持し、

その情報が利用されるようになる。

今回の変化のもう一つの大きな特徴は、対象となるすべて

の商品の情報がインターネット上に蓄えられ、検索できるよ

うになることである。そしてこの仕掛けが適用されるものは、

食料品、衣料品、書籍など、現在バーコードが付いているも

のに限らず、種々のチケット類や会員券など、ありとあらゆ

る「モノ」に広がる可能性がある。そのため「モノのインタ

ーネット（internet of things）」とも呼ばれている。

したがって、今回の RFIDの商品への適用は、POSやバー

コードが現れたときよりはるかに広範囲にわたって、われわ

れの生活に影響を及ぼすことになると思われる。
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